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保有個人情報の漏えい等の報告遅延に関する個人情報保護委員会からの指導について 

 

 本市における保有個人情報の漏えい等（そのおそれがある場合を含みます。以下同じ。）に関し、国の

機関である個人情報保護委員会への報告が遅れたため、令和７年６月１０日（火）及び同月１６日（月）、

同委員会から文書で指導を受けました。 

 本市としては、個人情報保護委員会による指導を真摯に受け止め、再発防止に向け、保有個人情報の

安全管理のために必要かつ適切な措置を講ずるとともに、事務事故が発生した際の所属長への報告等、

組織共有が速やかに行われるよう徹底を図ってまいります。 

 

１ 事案の概要 

  特定の保有個人情報の漏えい等が発生した場合等には、個人情報の保護に関する法律（以下「法」

といいます。）等に規定する期日までに個人情報保護委員会に報告する必要がありますが、次の２つ

の事案について、事務事故が発生した際に所属長への報告を適切に行わなかったため、個人情報保護

委員会への報告が遅延したものです。 

（１）令和７年３月、交通局企画管理部庶務課において、市バスのドライブレコーダー映像を保存して

いたＵＳＢメモリの所在不明が判明しました。当該ドライブレコーダーの映像に含まれる個人を識

別し得る人数は、車両前方を撮影したカメラに映る歩行者等を中心とした延べ約２２０人です。当

時の担当職員らから所属長への報告がなく、組織改編後の同年５月１４日（水）、当該業務を引き継

いだ同部職員課の担当職員が当該ＵＳＢメモリの所在不明に気づき、局内を捜索するも発見に至り

ませんでした。そのため、個人情報保護委員会への報告が同年６月３日（火）となり、漏えい等の

事態を知った後３０日以内という所定の期日を経過してしまいました。（令和７年６月４日（水）に

報道発表済（詳細別紙）） 

（２）令和７年４月２４日（木）、宮前区役所地域みまもり支援センター高齢・障害課において、市民の

方１人から受理した障害児通所給付費等支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書の所在不明

が判明しました。事務処理の過程で所在不明に気づき、申請者へのサービス提供に影響がないよう

対応を行いながら申請書の捜索を継続する中で、所属長への報告が遅れ、引き続き捜索するも発見

には至らず、個人情報保護委員会への報告が同年６月５日（木）となり、漏えい等の事態を知った

後３０日以内という所定の期日を経過してしまいました。 

 

２ 個人情報保護委員会からの指導について 

（１）指導の名宛人 

   上記１（１）については交通事業管理者、（２）については市長 

川崎市（総務企画局・宮前区役所） 

川崎市交通局 



（２）指導の趣旨 

   法の規定に沿った適正な取扱いがなされておらず、保有個人情報の安全管理のために必要かつ適

切な措置が講じられていなかった。 

（３）指導の内容 

  ア 今後、個人情報保護委員会へ報告を要する事態が生じた場合には、同事態を知った後、速やか

に、また、確報については法等に規定された期間内に所定の事項を報告すること。 

イ 上記アの報告が可能となるよう、漏えい等事案に対する体制の整備を行うこと。 

 

３ 今後の対応     

職員一人ひとりが、個人情報は市民の皆様からお預かりした大切なものであるという意識と責任感

を強く持って業務に取り組むよう、情報セキュリティの重要性についての研修等を徹底し、個人情報

の管理体制を強化するとともに、事務事故発生時に所属長への報告等、組織共有が速やかに行われる

よう徹底を図り、市民の皆様の信頼回復に努めてまいります。 

 

 

 

 

 

問合せ先 

（個人情報保護委員会への報告に関すること） 

 川崎市総務企画局コンプライアンス推進・行政情報管理部 

 行政情報課情報公開担当 山口 

電話 ０４４－２００－３６５６ 

（ＵＳＢメモリの所在不明事案に関すること） 

 川崎市交通局企画管理部職員課 石井 

電話 ０４４－２００－３２０２ 

（障害児通所給付費等支給申請書の所在不明事案に関すること） 

川崎市宮前区役所地域みまもり支援センター高齢・障害課 山田 

電話 ０４４－８５６－３２４４ 




